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日　：令和５年10月11日㈬
場所：近鉄新大宮駅北側ロータリー

　奈良市により、近鉄新大宮駅北側ロータリーに、荷捌き場が整備されました。
　荷捌き場は、道路外施設とし区画、案内看板も設置されています。看板には「営業貨物車荷物積み卸ろ
し停車場です　奈良市」と標示されています。
　奈良警察署の増田 成彦交通第一課長から奈良県トラック協会に対し、説明がありました。運輸労連奈
良県連合会浦久保 幸浩執行委員長も参加しました。

近鉄新大宮駅北側ロータリーにおける荷捌き場整備
～現地説明～
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日時：令和５年９月22日㈮ 午後１時30分～
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室　　参加者：34名

指導・監督者育成講習会

　「トラック輸送が我が国の経
済を支え、事業用トラックはそ
の主流である」などトラックに
よる貨物輸送が「社会的な役割」
を担っていることも運転者に理
解させるとともに、事故を起こ
した場合には、社会に重大な影
響を与えることも十分に説明す
る。

　トラック事業者は指導及び監
督を実施する運行管理者等に対
して、必要とされる技能及び知
識を習得させるとともに、向上

（１）一般的な指導及び監督の指針の解説

自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
一般的な指導及び監督の実施マニュアル（トラック事業者編）についての解説

常に危険を予測する
　交通事故を招いているのは、
運転者の不注意や安全確認の不
履行なども大きな要因になって
おり、常に危険を予測すること
が重要。道路を利用する歩行者
や自転車などの行動特性に応じ
た配慮が必要。特に子どもの飛
び出しや走行車両の直前直後の
高齢者の横断などには注意。ま
た悪天候や夜間の危険に対して
は雨が降りだしたらスピードを
落とし、車間距離をあけるなど
心掛けて頂きたい。

運転適性検査
　生理的・心理的要因が交通事
故を引き起こす事がある。運転
適性診断により、そのままにし
ておくと事故を起こしやすい特

を図れるよう努めさせることが
必要です。独立行政法人自動車
事故対策機構　奈良支所チーフ
の向山諒氏が講師となって国土

性（運転のくせ）を測定し、安
全運転のためのデータを提供す
る。適性診断結果の活用にあ
たっては、乗務の可否を断定し
ない、色眼鏡で運転者を見ない
ことが大切で、まずは好ましい
点をほめること。ドライバーの
実情に寄り添い、一緒に考え相
談しながら目標を決めることが
助言・指導のポイント。

飲酒や薬物の影響による危険運
転防止のための留意点
　飲酒問題を持つ人に対しては、
管理者が正しい知識を持ち職場
内で認識を共有すること。か
ばったり見て見ぬふりはしない
で、事実と実態を把握し対策を
共有し、前向きの気持ちを表現
する。

交通省が策定した一般的な指導
及び監督の実施マニュアルのポ
イントについて解説しました。
主な内容は以下の通りです。
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▲講師の向山諒 氏



　トラック事業者は運転者に対
して安全運行に必要な技能と知
識を習得させ、他の運転者の模
範となるべき運転者を育成する
責務を有する。運転者が違反し
た場合、トラック事業者も指導

指導・監督マニュアルの改正概要
　令和４年８月に名古屋市の高
速道路で乗合バスが、10月には
静岡県の県道で観光バスがそれ
ぞれ横転し、乗客が亡くなる痛
ましい事故が発生したことを踏
まえ、同様の事故を防止するた
め「自動車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対して行う一

（２）指導及び監督の実施に当たって配慮すべき事項

（３）その他

及び監督の責任から処分を受け
ることになる。そのため運転者
に対する指導及び監督を継続的
かつ計画的に実施していくこと、
点呼等の場において運行ごとに
必要な指導及び監督を日常的に

般的な指導及び監督の実施マ
ニュアル」の一部を改正。①坂
道での適切な運転操作や②危険
箇所の情報を踏まえた運転指導
などで、長い下り坂ではフット
ブレーキを使いすぎるとブレー
キが効かなくなる可能性がある
のでエンジンブレーキや排気ブ
レーキを使用すること。

行うことが必要。ドライバーと
の積極的な交流で安心感と期待
されているという思いをもって
もらえるよう肯定的な言葉で寄
り添ってほしい。
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▲国土交通省発行のマニュアル

▲図は国土交通省「指導・監督の実施マニュアル」より引用



日時：令和５年10月13日㈮ 午後１時30分～
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室　　参加者：13名

令和５年度　健康管理セミナー

者といわれる人がハイリスク者
で、ドライバーの約5人に1人が
該当する。事業者は要再受診の
人を乗務させて健康起因事故を
起こすと安全配慮義務違反にな
る。そこで健康管理対策で最も
重要なのは健診後のフォロー。
要受診者をピックアップしたら
受診を勧奨し受診結果を把握す
ること。受診後の治療状況を確

　運輸ヘルスケアナビシステム® 
は、健診後のフォローを充実さ
せ、健康起因事故の防止を目的
とする全ト協の事業。トラック
運送業界に特化した健康管理に
必要な項目を事業者目線で網羅
し、健診データをエクセルデー
タにおとしこんでいる。健診
データやSAS結果、働き方など
をデータ化し、ハイリスク者の
見える化ならびに要受診者・要
生活改善者の見える化、事故防
止項目の見える化につなげる。
　健康起因事故は高血圧、高血
糖、脂質異常の死の三重奏また
は動脈硬化を加えて死の四重奏

　定期健康診断の結果をもとに
有所見者を確実にフォローアッ
プすることで従業員の健康を確
保し、従業員の定着率や生産性
の向上となる健康経営につなげ
るとともに高齢ドライバーにお
ける健康と安全対策についても
学ぶ健康管理セミナーを実施し
ました。主な内容は以下の通り
です。

定期健康診断の有効活用と健康経営への活かし方
講師：NPO法人ヘルスケアネットワーク　安島なつき氏

認し、配置転換などの適正な対
策をする。
　健康経営はPDCAサイクルで
あきらめずに経年的にすること
が大切。トラック協会からの補
助金システムもあり、Gマーク
認定を受ける際の加点対象にも
なっているので、ナビシステム
を利用して、こうしたことに役
立ててほしい。
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▲安島なつき 氏

「出典　NPO法人ヘルスケアネットワーク」



ハイリスク者で働き方の見直し
をはじめる必要がある。眼の病
気による画像のゆがみや欠落、
視野狭窄は簡単な検査でもある
程度わかるので、まず社内検査
を定期的に実施し、疑わしい人
には精密検査をしてもらう。聴
力は60才以上の２人に１人は何
らかの異常所見がある。難聴を
放置すると認知症のリスクが増
えるので早期の対策が必要。60
才代以上のドライバーの方には、
体調異常時の対応システム搭載
車両の導入検討や体調の不調を

放置していると９年後には10人
中４人が亡くなる。SASという
病気を正しく伝えて、SASスク
リーニング検査を受けてもら
い、SASの人を不利益に扱わな
い。自己申告は重症者のすり抜
けにつながるので、医師判定の

　2022年度の調査によると加齢
に伴いハイリスク者の割合が高
くなり、50才代で入院患者が増
えてくる。60才代の4人に1人が

　全国の事業所の約７割が、ま
だSAS対策に取組んでいない。
一方、ドライバーの10人に１人
が中等度以上（睡眠時７時間に
30回以上の無呼吸がある）の要
治療者とされている。SASは治
療すれば運転業務が可能だが、

高齢ドライバーと運転業務
講師：NPO法人ヘルスケアネットワーク　副理事長　作本貞子氏

「睡眠時無呼吸症候群（SAS）」対策の基本知識

申告しやすい会社の雰囲気づく
りにも努めたい。ドライバー本
人には、早めの休憩をとる、休
憩時には歩いたりストレッチを
する、眼を温める、短時間（20
分）の仮眠をとるなどの自主的
な対策をとるよう指導。
　高齢ドライバーに対しては、
治療と仕事の両立支援に対して
認識を深めたり、服薬管理もし
て点呼時に確認をしてほしい。
年齢に応じた運行距離や夜間運
転からはずすなどの配車時の配
慮で負荷の軽減を図る。

ある検査をすること。NPO法
人ヘルスケアネットワークでは
オンラインでのSAS対策や解説
もしているので、ご利用いただ
きたい。
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▲作本貞子 氏

「出典　NPO法人ヘルスケアネットワーク」



日時：令和５年10月18日㈬ 午後１時30分～
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室　　参加者：９名

が「改正改善基準告示につい
てのQ＆A集」からポイントに
ついて説明しました。また間に
は奈良働き方改革推進支援セン
ターの業務についての紹介と、

を含む）、研修の時間も該当す
る。法定労働時間は１週間に40
時間、１日に８時間を超えては
ならないとされており、毎週少
なくとも１回の休日を与えない
といけない。但し、特別条項付

　雇用に関するルール、労働時
間と賃金、年次有給休暇などに
ついて奈良働き方改革推進支援
センターの町田泰昭氏が解説。
後半は奈良労働局の山中靖代氏

　雇用に関する労働関係の法令
は労働基準法、最低賃金法、労
働安全衛生法、改善基準告示な
どがある。法令で定める労働条
件の原則は労働者と使用者が対
等の立場であるということ。労
働時間とは使用者の指揮命令下
に置かれている時間のことで手
待ち時間や休憩時間（仮眠時間

セミナー終了後には個別相談の
場も設けられ、熱心な質疑があ
りました。セミナーの主な内容
は以下の通りです。

きの三六協定を労働基準監督署
に届け出ることで、時間外労働
の上限を年間960時間にできる。
　奈良県の最低賃金は10月から
時給936円になっているが、月
給制の場合も基本的賃金を時間

雇用に関するルール
～労働時間と休日・賃金・年次有給休暇など～
講師：奈良働き方改革推進支援センター　社会保険労務士　町田泰昭氏

第３回　働き方改革セミナー
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▲講師の町田泰昭 氏



　今年の３月、厚生労働省が改
善基準告示に関するQ＆A集を
まとめてホームページ等で掲
示。そのQ＆Aの中からポイン
トについて解説。例えば出勤予
定の自動車運転者Aが欠勤し、
運行管理者Bが代わりに運転す
る場合、運行管理者Bに改善基
準告示は適用されるかなど。春

日から起算して６カ月勤務で10
日付与、１年６ヶ月で11日、２
年６ヶ月で12日付与される。そ
の年に消化しきれない場合、次
の年に繰り越せるが付与されて
２年経過すると、時効により消

で割って算定し、下回らないよ
うにしないといけない。家族手
当や皆勤手当、通勤手当や残業
代は基本的賃金に含まないので
注意を要する。年次有給休暇は
通常の労働者の場合、雇入れの

（令和６年４月適用）からの対
応に備えるヒントに。分からな
い点は個々の事情において判断
しないといけないこともあるの
で労働基準監督署へ問合せをし
てほしい。

滅する。令和６年４月から労働
条件明示事項において就業場
所・業務の変更の範囲を明示す
るなど追加項目があるので確認
いただきたい。

改正改善基準告示のQ＆A解説
講師：奈良労働局 労働基準部 監督課 労働時間管理適正化指導員 山中靖代氏
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▲講師の山中靖代 氏

▲個別相談



日　：令和５年10月３日㈫
場所：奈良県トラック会館

奈良働き方改革推進支援センターと事前打合せ

　10月18日開催の第３回働き方改革セミナーを前に、奈良働き方改革推進支援センターと事前打合せを行
いました。
　同センターの松岡憲司氏は、「自動車運転者への労働時間の上限規制の適用が迫っています。奈良働き
方改革推進支援センターでは、事業所へ訪問させて頂き、相談をお受けする【訪問コンサルティング】を
無料で行っています。ちょっとした疑問でも構いませんので、お気軽に申し込んで頂ければと思っていま
す。」
と話がありました。

電話　0120－414－811
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▲写真は、松岡 憲司 氏

左のQRコードから自動車運転の業務の働き方について、
訪問コンサルティングの申込みができます。

奈良働き方改革推進支援センターと事前打合せ

日 ・令和５年１０月３日（火）

場所・奈良県トラック会館

１０月１８日開催の第３回働き方改革セミナーを前に、奈良働き方改革推進支援センタ

ーと事前打合せを行いました。

同センターの松岡憲司氏は、「自動車運転者への労働時間の上限規制の適用が迫ってい

ます。奈良働き方改革推進支援センターでは、事業所へ訪問させて頂き、相談をお受けす

る【訪問コンサルティング】を無料で行っています。ちょっとした疑問でも構いませんの

で、お気軽に申し込んで頂ければと思っています。」

と話がありました。

電話 0120‐ 414‐ 811

左のQRコードから⾃動⾞運転の業務の働き⽅について、
訪問コンサルティングの申込みができます。

写真は、松岡 憲司氏



日時：令和５年10月11日㈬ 午前10時～
場所：奈良県トラック会館　2階　研修室　
主催：陸上貨物運送事業労働災害防止協会奈良県支部　　参加者：14名

テールゲートリフター特別教育（学科）

　テールゲートリフターの種類
と構造を理解し、キャスタース
トッパーなどの器具を的確に使
う。作業前の準備と点検・整備
を怠らないこと。作業前には周
囲の安全を確認し、作業に適し

　テールゲートリフターによ
る労働災害はロールボックス
パレットが関係する転倒・転
落・飛び降りによるものが多い。
キャスターロックは必ず使用し、
長辺側が車両の前後方向になる
よう配置する。「地面側を背に
した引き」は、しないで荷台側
からの「押し移動」を心掛ける。
　テールゲートリフターは危険
なものと認識すること。テール

　労働安全衛生法の規則の一部
改正により令和６年２月１日か
らテールゲートリフターの特別
教育の義務化が実施されます。
これにより来年２月以降、４時
間の特別教育（学科）と２時
間の実技教育を受けた人しか、
テールゲートリフターを扱えな
くなります。そこで陸災防主催

（１）関係法令

（２）テールゲートリフターに関する知識

（３）テールゲートリフターによる作業に関する知識

法改正により特別教育が義務に

　労働者の安全と健康を確保す
るとともに快適な職場環境の形
成を促進することを目的とした
法令で、主な改正点は①昇降設
備や安全帽の着用義務化となる
対象車両が最大積載量２t以上
に拡大される、②テールゲート
リフターの特別教育を義務化、
③運転者が運転位置を離れると

た保護具や保護帽を適切に着用
する。シフトレバーはニュート
ラルかパーキングに、輪止めを
し、コーンで立入禁止エリアを
設定。昇降板は最大荷重を把握
して、荷を載せる位置により最

ゲートリフターを止めて階段代
わりに使うのはOKだが、人が
乗ったままの状態で動かすのは
ダメ。階段代わりに使用する際
は３点支持を忘れず、ロール
ボックスパレットは持たずに車
両を支えにすること。

の特別教育（学科）を実施。関
係法令、テールゲートリフター
に関する知識などについて４時
間の講習を行い、終了後は修了
証が各参加者に手渡されました。
講師は松山労働安全衛生コンサ
ルタント事務所の松山直樹氏。
主な内容は以下の通りです。

きの原動機の停止義務等につい
て適用を除外するの３点。②は
来年の２月からだが、①と③は
この10月からはじまっている。
違反の場合は50万円以下の罰金
が科される。特別教育の記録は、
３年間保存しないといけない。

大荷重が変化するので、中央の
荷台寄りに置くこと。日常の点
検時に異常を発見したら、使わ
ず、まず修理をすること。

▲講師の松山直樹 氏

▲テキスト

9



日時：令和５年10月２日㈪ 午前９時30分～
場所：奈良・針トラックステーション

不正軽油は犯罪です
　（公社）奈良県トラック協会
と県中南和県税事務所は、今年
も不正軽油追放の啓発活動を針
トラックステーションで実施し
ました。軽油に灯油やA重油を
混ぜた不正な軽油は、製造・販
売・使用はもちろん不正軽油に

イバーの中には「まだこんなこ
とがあるの？」と驚き、啓発チ
ラシをじっくり見る人も何人か
いました。
　休憩所内には啓発ポスターを
10月末まで掲示しています。

使用されると知りながら材料を
提供・運搬した人も罰せられま
す。こうした内容のチラシと啓
発品を200セット用意し、休憩
に訪れた各ドライバーに「不正
軽油撲滅の啓発活動です」と説
明しながら活動しました。ドラ

不正軽油追放啓発展及び街頭啓発活動

▲啓発チラシと啓発品▲10月末日まで啓発ポスター等を掲示

▲岡部泰也軽油引取税課長（左）ら４人の県職員が参加

10



日時：令和５年10月４日㈬ 午後１時～
場所：札幌パークホテル

第28回全国トラック運送事業者大会

　全国トラック運送事業者大会が北海道札幌市で開催され、奈良県からは理事・監事17名が参加しました。
　全体会議では、主催者を代表して（公社）全日本トラック協会 坂本克己会長が、2024年度からのドラ
イバーへの残業規制まで半年を切り、一般社会の関心も高まっている中、一丸となって難局を乗り切りま
しょうと挨拶しました。
　次に開催地の（公社）北海道トラック協会 工藤修二会長が 挨拶を述べました。

　続いてシンポジュームでは、「アップデート」で進化「2024問題への挑戦」をテーマに物流事業者のほ
か団体の代表者と有識者の意見交換がありました。
　また、記念講演として㈱セコマ　代表取締役会長　丸谷智保氏による「地域密着経営~道内産品を生か
したオリジナル戦略の展開~」がありました。
　大会の最後に、大会決議が満場一致で採択され、参加者全員でガンバローコールを行い、大会を締めく
くりました。
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Ｇマークラッピングトラック協力会社に感謝状を贈呈

　令和４年９月から、Ｇマークラッピングトラックにより、利用者や地域社会への認知度アップ及び運送
業界のイメージアップに貢献した辻本運輸株式会社（奈良県北葛城郡広陵町）辻本順一社長に対し、全日
本トラック協会長より、感謝状及び記念品が贈呈されました。

12

▲記念品の写真パネル

▲辻本 順一 代表取締役 ▲感謝状



高齢者の事故防止と
交通ルール遵守を呼び
かけ

な活動となりました。
　開会式では香芝署の桶谷雅祥
署長が「今年の交通事故の傾向
は65才以上の人が多く事故に
遭っている。歩行者の安全、夜
間の交通事故を減らし、二輪車
のヘルメット着用、電動キック
ボードのマナー遵守を訴えてい
きたい」とあいさつ。奈良県交
通安全協会香芝支部協会の上赤
正明会長は「交通安全県民運動
の中で役割を担っていきたい」
と述べました。廣瀬支部長は

　西和地域（支部長・廣瀬久雄）
は竹取公園での啓発に支部会員
７人が参加。香芝署と西和署が
合同で公園内駐車場にパトカー
と白バイを展示し、子供向けの
試乗会も催しました。活動には
河合町職員や交通安全協会の
方々も参加。休日の家族連れが
訪れる公園で子ども向けの交通
安全啓発品も用意し、パトカー
に乗った子どもが「交通ルール
を守りましょう」とスピーカー
で呼びかける一幕もあり、活発

「久々の交通安全啓発活動を公
園に来る家族連れにアピールで
きた」と話していました。
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西　和　地　域 日時：令和５年９月23日㈯　午後１時30分～
場所：竹取公園（広陵町）

▲バイクやパトカーの試乗もありました

▲桶谷雅祥署長



ドライバーの交通安全
意識向上で交通事故 
ゼロに

が、物損・人身事故は増加、予
断を許せない状況である。啓発
活動により事故を抑えたい」と
述べました。
　啓発活動は支部会員15人と天
理署の署員らが南北方向の車線
に分かれて実施。信号待ちのド
ライバーに「秋の交通安全運動
期間です。安全運転をお願いし
ます」と丁寧に呼びかけながら
啓発品を手渡しました。

　田原本地域（支部長・萩原良
介）は唐古・鍵遺跡前交差点で
啓発活動を実施しました。啓発
に先立ち、萩原良介支部長が 
「９月30日は“交通事故死ゼロ
を目指す日”。活動を通じてド
ライバーの意識を高めて事故防
止に取り組んで行きたい。熱中
症と事故に気を付けて啓発活動
を」とあいさつ。天理警察署の
小暮祐也交通課長は「管内では
令和４年度から死亡事故ゼロだ

14

田  原  本  地  域 日時：令和５年９月26日㈫　午後２時～
場所：道の駅レスティ唐古・鍵周辺

▲小暮交通課長

▲啓発品を手渡す萩原良介支部長



歩行者の安全、夜間の
事故防止を呼びかけ

は「事故がなかなか無くならな
いのでこうした啓発活動をこれ
からも続けていくことが必要」
と述べました。橿原警察署の今
西寿広署長は「交通安全運動も
５日目だが、夜間や歩行者の重
篤な事故が入ってきている。車
を運転している方への注意喚起
は大事なので、機運を盛り上げ
ていただきたい」としました。
　亀田市長をはじめ各参加者は
手分けして信号待ちのドライ
バーらに「交通安全運動期間で

　橿原地域は平日の夕方、通勤
帰りなどで混雑する四条町交差
点で啓発。警察署前交差点のゼ
ブラゾーン（導流帯）等で署員
の協力のもと、支部の会員14人
と橿原地区安全運転管理者協会
（会長・山辺元康）のメンバー
で活動しました。
　開始前には乾浩之支部長が
「啓発品を渡す際には車に気を
つけて事故のないよう活動を」
とあいさつ。橿原市交通対策協
議会の亀田忠彦会長（橿原市長）

す、ご協力を」と声をかけなが
ら啓発品を渡していました。
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橿　原　地　域 日時：令和５年９月25日㈪　午後５時～
場所：橿原警察署前（四条町交差点）

▲亀田忠彦橿原市長も啓発

▲あいさつする今西寿広署長



電車利用の方へも
交通安全を呼びかけ

が「横断歩道では手をあげて意
思表示をドライバーに向けて示
してほしい、年間を通して交通
事故に対する意識を持っていた
だきたい」とあいさつ。吉野警
察署の井澤敏和署長は「こども
と高齢者をはじめとする歩行者
の安全確保、夕暮れ時と夜間の
交通事故防止及び飲酒運転等の
根絶」など４つの取組について
の協力を呼びかけました。啓発
活動では、吉野駅の改札口で地
元特産の「事故ナシ」と書かれ

　吉野地域は櫻本貴大 支部長
ら３人が近鉄吉野駅前で交通安
全運動の初日に近鉄吉野駅前で
開催された「吉野路交通安全運
動決起大会」に参加しました。
今回の啓発では電車利用の方に
も交通安全を訴えるのが狙い。
近鉄下市口駅の協力のもと運動
期間中にポスターを駅構内や吉
野駅～大阪阿部野橋駅までの路
線の車両内に掲示。活動に先立
ち開会式で吉野地区交通対策協
議会の杦本龍昭会長（下市町長）

たナシなどの啓発品を配布。受
けとった方は、呼びかけに笑顔
で応えていました。
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吉　野　地　域 日時：令和５年９月21日㈭　午前10時10分～
場所：近鉄吉野駅前

▲「事故ナシ」と書かれたナシをもつ
㈱大紀代表取締役 清水 徹 氏

▲ナシを手に杦本町長、左側は櫻本支部長

▲あいさつする井澤敏和署長



スピードを控えめに
安全運転を

大二支部長は「コロナ禍で支部
の啓発活動も中止せざるを得な
い状況が続いてきたが、今春の
交通安全運動から活動を再開で
きた。これまで以上に積極的に
声掛けし、少しでも事故防止に
貢献していこう」と力を込めま
した。
　同署の宮野勝夫署長は「県内
の交通事情は依然として厳しい
状況。交通事故の防止には地域
の皆様の一体となった取組みが
不可欠。トラック協会の皆様の

　宇陀・吉野地域の会員は、榛
原の国道165号西峠交差点で桜
井警察署の協力を受け、啓発活
動を実施しました。吉野などの
観光地を訪れるため通りかかっ
たドライバーに、割箸やタオル
など支部で用意した啓発品を手
渡しながら「スピードは控えめ
に。安全運転を心がけてくださ
い」などと呼びかけました。
　西峠交差点近くにある桜井警
察署宇陀警察庁舎前に集合した
支部会員を前にあいさつした裏

このような意欲的な活動に感謝
申し上げる」と応じました。
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宇陀・吉野地域 日時：令和５年９月30日㈯　午前10時～
場所：宇陀市榛原Ｒ165西峠

▲宮野勝夫署長も啓発

▲あいさつする宮野勝夫署長



命の尊さを共有

啓 発 活 動
交通安全教室

「今回の活動を通して死亡事故
ゼロを参加者全員で目指してい
ただきたい」とあいさつ。高田
警察署の朝山昭彦署長が県内の
最近の事故状況を報告した後、

は森本支部長がトラックのイラ
ストを掲げ、園児に死角を指差
してもらいながら運転席から見
えないトラックの危険な個所を
提示。「停車しているトラック
の周りでは絶対に遊んではいけ
ません」などと呼びかけました。

　御所地域は、御所市がスー
パーライフ前広場で行った啓発
活動に支部会員が参加し、啓発
品などを配布しました。啓発活
動では冒頭、東川裕御所市長が

　また啓発活動の翌日には森本
好美支部長・西川武志副支部長
は同市が奈良県警の協力を受け
御所幼稚園で開いた「チビｯコ
交通安全教室」で講師を務め、
園児にトラックの死角について
説明しました。交通安全教室で

会場で配る啓発品の寄贈式が行
われました。

幼稚園児にトラックの死角を説明
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▲交通安全を呼びかける朝山署長

▲啓発品を寄贈する森本支部長（左奥）、右手前は東川市長

▲御所幼稚園で啓発品を寄贈する
森本支部長（右）と西川副支部長（左）

▲トラックの死角について説明する

御 所 地 域
日時：令和５年９月21日㈭　午後４時～
場所：スーパーライフ御所店前広場
日時：令和５年９月22日㈮　午前10時～
場所：御所幼稚園



地域の安全啓発で
死亡事故ゼロを目指す

とあいさつ。県内の事故発生の
概況を説明した高田警察署の朝
山昭彦署長は「死者数は減って
いるが事故は増えており厳しい
状況に変わりはない。夕暮れが
早くなるこの時期、早めのヘッ
ドライトの点灯を心がけてくだ
さい」と呼びかけました。
　啓発活動を終えた西川直利支
部長は「路上での声掛けはコロ
ナ禍の影響で中止を余儀なくさ
れてきたが、今秋、ようやく復
活する運びとなった。これを機

　高田地域は、大和高田市交通
対策協議会が市庁舎前の道路で
実施した官民連携の啓発活動に
参加し、支部から寄贈した啓発
品を配りながらドライバーに安
全運転の徹底を訴えました。
　堀内大造市長は冒頭、市庁舎
１階のロビーで参加者を前に
「自転車のヘルメット着用の努
力義務化やスケートボードの道
路走行のルール変更などがあっ
た。事故ゼロを目指す市の取組
みもさらに強化していく」など

に支部としての地域の安全啓発
にさらに力を入れていきたい」
と意気込んでいました。
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高　田　地　域 日時：令和５年９月25日㈪　午前10時～
場所：大和高田市庁舎前道路

▲写真右は堀内市長



飲酒運転根絶を宣言

た。また桜井警察署の宮野勝夫
署長は「期間中、桜井警察署管
内では死亡事故なしでやってこ
れた。宇陀市では車と自転車の
事故が発生し、80代の男性が自
転車に乗っていたが、ヘルメッ
トを着用していたおかげで少し
のケガで済んだ。今後も取締り
を強化して交通啓発も続ける。
お力添えをいただき事故なしで
やっていきたい」と話しました。
交通安全母の会桜井支部の柴田
裕美会長が「飲酒運転根絶」を 
力強く宣言し、啓発活動にうつり 

　桜井地域は関係の各団体と
「卑弥呼の里交通事故死ゼロを
目指す日」に参加しました。は
じめに桜井市交通対策協議会会
長の松井正剛桜井市長があいさ
つ。「交通事故死ゼロを目指す
日として、本日は飲酒運転根絶
の宣言をしたい。私たち全員で
力をあわせて飲酒運転をさせな
いという機運を盛り上げよう」
とあいさつ。県交通安全協会桜
井支部協会の高岸会長は電動
キックボードの試乗を体験した
ことからその危険性を訴えまし

ました。メンバーはのぼり旗や
「飲酒運転根絶」の掲示板をもっ
て、学生らが啓発品を配布する
のをサポートしました。閉会式
では森本禎男支部長の「ガンバ
ロー」宣言で活動を終えました。
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桜　井　地　域 日時：令和５年９月30日㈯　午後４時～
場所：国道１６９号 箸中南交差点付近

▲松井正剛桜井市長

▲ガンバロー宣言をする森本禎男支部長（右は宮野署長）



交通弱者の事故防止と
交通ルールの遵守を

本通り商店街や駅前、天理駅前
広場コフフン周辺などへ手分け
して移動しながら、学校帰りの
学生や、駅利用の方等に「交通
安全運動にご協力を」と声をか
け、啓発品を手渡していまし
た。駅前の主婦のグループはタ
オルや吉野杉箸の入った啓発品
に「ありがとう」と笑顔で応え
ていました。

　天理地域は平日の夕方、天理
駅前の交番周辺で天理市交通安
全母の会のメンバーらと啓発活
動を実施しました。活動に際し
て、天理警察署から啓発活動に
ついての説明。巽冨美男支部長
は「横断歩道では歩行者優先で
高齢者や交通弱者を守るよう周
知していただき、電動キック
ボードには交通ルール遵守を呼
びかけよう」とあいさつ。啓発
には支部会員10人が参加。天理
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天　理　地　域 日時：令和５年９月28日㈭　午後5時～
場所：天理駅前交番付近

▲天理駅前広場コフフンで啓発品を配布

▲巽支部長



交通安全バスの
　　　　　出発式

交通安全決起大会

啓発活動

内を走る「交通安全バス」の車
内に交通安全運動期間中掲示さ
れます。
　出発式では奈良西署の岡田俊
則署長があいさつ「交通事故を
ひとつでも防止したい」と決意
を述べました。そのあと園児代
表がポスターを運転手に贈呈。
キッズポリスが交通安全メッ
セージを「横断歩道は手をあげ
て渡りましょう、飲酒運転はし
ないでね」などと唱和しました。

　奈良地域は塚本哲夫支部長ら
４人が交通安全運動の前日、近
鉄西大寺駅北口で開催された
「交通安全バス」の出発式に参
加しました。式の前には駅の改
札口周辺でキッズポリスに扮し
た奈良市内の「みずほ保育園」
（園長・西村健）園児らが乗降
客に交通安全啓発品を配布する
のをサポート。園児らは交通安
全をよびかけるポスターを制
作。奈良交通㈱の平城営業所管

式終了後、園児らを乗せたバス
が、参加者の見送りを受けなが
ら出発しました。
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▲キッズポリスの啓発活動をサポート

▲岡田俊則署長

▲バスの出発を見送る参加者

奈 良 地 域
「交通安全バス出発式」奈良西署

日時：令和5年9月20日㈬　午後２時～　場所：近鉄西大寺駅北側
生駒署
日時：令和5年9月21日㈭　午前１0時～　場所：アントレ広場
奈良西署　生駒署
日時：令和5年9月26日㈫　午後　２時～　場所：国道163号　鹿畑町交差点付近



交通ルールを守って
安心・安全な交通社会
を目指す

行中のこどもや高齢者などの安
全の確保。自転車に乗るときの
ヘルメットの任意着用。飲酒運
転はしないさせない。交通ルー
ルを守って、誰にとっても安心
安全な交通社会になることを目
指しましょう」と中秀夫支部長。
　支部員から交通安全について
の語り掛けとともに。啓発品を
受け取った通勤通学途中の方た
ちは、忙しい時間帯ながら、足
を止めて耳を傾け深く頷いた

　郡山地域（中秀夫支部長）の
支部会員はJR郡山駅周辺で啓
発活動を行いました。郡山地域
のメンバーは手分けして、同駅
の東口のロータリー、西口の
ロータリー、改札口の３か所
で、今回の奈良県の重点課題で
ある二輪車等の交通ルール遵守
及び交通事故防止など、交通安
全の大切さについて訴えかけま
した。
　「事故にまきこまれやすい歩

り、「お疲れさまです」と声を
返すなど好意的に捉えてくださ
る方が多く、有意義な啓発活動
となりました。

23

郡　山　地　域 日時：令和５年９月26日㈫　午前７時30分～
場所：JR郡山駅周辺

▲小学生にも笑顔で声掛け

▲駅の東口のロータリーで

▲中秀夫支部長

▲改札口で
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近畿交通共済からのお知らせ

今年度の事故防止標語等入選作品のご紹介 
今年度の交協連（全国トラック交通共済協同組合連合会：近畿共済など全国１５のトラック共済の連合

組織）主催の「事故防止に関する標語・体験記・児童画」の募集につきましては、多数の組合員従業員、

ご家族の皆様からご応募をいただき、誠にありがとうございました。 
応募作品の選考は、去る 月 日に行われた交協連事故防止正副委員長会議において、入選作品が決

定しました。その結果、当組合からの応募作品のうち下記の方々の作品が見事に入選されました。（敬称略） 
 

標語の部 佳作 いざ出発 心と荷物の 帯締めて     ㈱フジライン 小林 宏年

佳作 ドラレコも 他人も見ている 乱暴運転  ㈱ワイエー物流 木村 浩

佳作 バック時の 目視確認 必須だよ     ㈱つばめ急便 外山 政司

体験記の部 優秀賞 努力を無駄にしない。 新運輸㈱ 山田 拓

児童画の部 高学年の部 最優秀賞 ３つの「り」 江南工業㈱ 南 俊輔 ５年生

佳作 飲酒運転禁止！！ 稲野運輸㈱ 今野 晴音 年生

低学年の部 佳作 やさしい気もちで安全運てん 越野運送㈱ 石原 綾 ３年生

佳作 トラックゆうえんち 久米田運送㈱ 山本 悠華 ３年生

 

標語の部 入選作品(最優秀賞・優秀賞) 

最優秀賞 交差点 渡る笑顔と 待つ笑顔 （関東）増田運輸㈱ 千葉営業所 佐藤 孝仁
優秀賞 近づけば 危険も近づく 車間距離 （北海道）遠軽通運㈱ 三条 直博
優秀賞 事故ゼロは 危険予知の 積み重ね （北海道）武田運輸㈱ 白鳥 美咲
優秀賞 バック時は 降りて確認 見て確 （新潟）三福運輸㈱ 五月女 奈緒美
優秀賞 慣れた道 その安心感が 事故のもと （関東）柴又運輸㈱ 森田 剛史
優秀賞 構内の 慣れと油断が 事故のもと （神奈川）㈱後藤田商店 川満 良則
優秀賞 大丈夫 その「大丈夫」は 大丈夫？ （神奈川）㈱不二運輸倉庫 野村 栄蔵
優秀賞 大丈夫 その思い込みが 大事故に （中部）トランコムＤＳ㈱ 黒田 優
優秀賞 煽るより ゆずる心で 事故ゼロへ （三重）北勢運送㈱ 渡邉 将幾
優秀賞 保ててる？ 心にゆとりと 車間距離 （兵庫）㈱新宮運送 上田 三枝子
優秀賞 通学路 飛び出しあるよ 最徐行 （中国）昭和陸運㈱ 梅田 達明
優秀賞 後退時 頼るカメラに 死角あり （四国）港運送㈱ 金山営業所 新居 凌吾
 

近畿共済は、組合員のみなさまと一体となって事故防止に努力しています

近 畿 共 済 の自 動 車 共 済 ･自 賠 責 共 済 をご利 用 ください

ご契約のお問い合わせ・お申し込みは、奈良事務所 ０７４３―５９－１７０１まで



奈良運輸支局からのお知らせ

詳細はQRコードの読み取り先をご覧ください。

～トラック運送事業者の皆様へ～

違反原因行為をしている荷主情報について、
国土交通省職員(トラックGメン)による訪問調査

や電話聴取にご協力をお願いいたします

長時間労働や適正な取引を阻害する違反行為等についての情報をお寄せください

厚生労働省国土交通省

長時間の荷待ちや契約にない附帯業務の強要
など違反原因行為を行っているおそれのある
荷主情報を収集しています。

意見等募集窓口

長時間の荷待ちに関する
情報メール窓口

下請事業者（匿名）から、買いたたきなど
の違反行為を行っていると疑われる
親事業者に関する情報を収集しています。

公正取引委員会 違反行為情報提供フォーム

荷主・元請運送事業者の都合による長時間
の荷待ちに関する情報を収集しています。

【電話でのご連絡はこちらまで】
国土交通省 近畿運輸局 自動車交通部 貨物課
06ー6949－6447（トラックGメンまで）

～トラックGメンは適正な取引を阻害する疑いのある
荷主企業・元請事業者の情報を収集しています～

①トラックGメンとは

▶ トラック運送事業者への積極的な情報収集を開始します。

▶ トラック法「働きかけ」「要請」「勧告・公表」 制度の実効性を強化します。

②トラックGメンはなぜできた
▶ トラック運転者の担い手不足が課題となるなか、荷主等の理解と協力の下、荷待ち時間の

削減等により、運転者の労働条件を改善することが急務となっています。
▶ 国交省ではトラック法に基づく荷主等への「働きかけ｣等による是正措置を講じてきまし

たが、依然として、長時間の荷待ちや、運賃・料金の不当な据え置き等が十分に解消され
ていません。

▶ そのため｢トラックGメン｣を創設、調査結果を「働きかけ｣等に活用し、実効性を確保す
ることとしました。

③｢働きかけ｣｢要請｣｢勧告・公表｣とは

▶トラック運送事業者の法令遵守には荷主の配慮が重要であることの理解を求めることです。

（｢違反原因行為｣の疑いのある荷主に対して｢働きかけ｣などを段階を踏んで実施）

▶「違反原因行為」とはトラック事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為のことです。

（長時間の荷待ち、運賃・料金の不当な据え置き、依頼とは異なる附帯業務の強制 など）

特設サイトは
こちら

近畿運輸局からのお知らせ

25

資
料
編

近畿運輸局から

近
畿
運
輸
局
か
ら

近畿運輸局からのお知らせ



奈良運輸支局からのお知らせ

トラックGメン始動
～物流SOSを話せる環境へ～

『積込先、配送先でのお困りごと、トラックGメンに話してみませんか？』

頂いた情報は、貨物自動車運送事業法に基づく荷主企業・元請事業者
への「働きかけ」「要請」等に活用し、荷主に対して配慮を求めます
※荷主等への対応にあたり、情報提供者を特定する情報（社名など）は、伝えません。
荷主等から情報提供元が特定されないよう配慮します。

裏面の様式に記入のうえ、FAXで奈良運輸支局まで情報提供頂くことも可能です。

「トラックGメン」は、適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の情報を集めています。

【お電話での問い合わせはこちら】
近畿運輸局奈良運輸支局トラックGメン
０７４３－５９－２１５１

トラックＧメン
ポータルサイト
※内容は順次更新中

国土交通省
意見等募集窓口
（国交省HP内）
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該当する□にレ点を付けて下さい。（複数回答可）
□ 長時間の荷待ち
□ 契約にない附帯業務
□ 運賃・料金の不当な据置
□ 過積載の指示・容認
□ 無理な運送依頼
□ 異常気象時の運送依頼
□ その他（ ）
上記チェック事項の内容をご記入ください。
記入例（「１６時」に到着指定され、定刻に着いたのに「３時間」以上待たされた。）

上記内容に係る荷主情報

会社名・所属やお名前などについてご記入ください。【任意】

日々の運送業務でお困りごとがあれば、以下にご記入のうえ、奈良運輸支局まで
FAXをしてください。

奈良運輸支局FAX番号 ０７４３－２３－００２３

荷主名
支店・営業所名
住所

荷物の種類
例）食料品 等

会社名・所属（任意）
お名前（任意）
連絡先（電話番号・メールアドレス）（任意）

運輸局（運輸支局）からの連絡可否（※１） □連絡可   □連絡不可
「働きかけ」等への使用可否（※２） □使用可   □使用不可
（※１）「連絡可」にチェックが入っている場合、運輸支局から詳細を確認させて頂く場合があります。

（※２）「使用可」にチェックが入っている場合、荷主への貨物自動車運送事業法に基づく対応の検討・活用等に使用させて頂きます。
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事 故 対 か ら の お 知 ら せ
令和５年度 運行管理者等一般講習（動画視聴方式）追加開催のご案内 

独立行政法人自動車事故対策機構奈良支所 

 

当支所が開催する運行管理者等一般講習について下記のとおり追加開催いたします。 

 

１． 開催日・会場等  （実施会場を変更しておりますのでご注意ください。） 

■ 一般講習  

開催年月日 対象（種別） 開催会場 申込開始日 

令和 ５年１２月 ７日（木） 
貨物 

自動車事故対策機構 

奈良支所 
令和５年 11月１日 

令和 ５年１２月１４日（木） 

● 受付時間は、９：１０～９：５０です。 講習時間は、９：５０～１６：００頃です。  

 

２．申込開始日 

  令和 5年１１月１日   なお、定員に限りがございますので早めのお申し込みをお願いします。 

 

３．申込の方法 

インターネットでのご予約をお願いいたします。 

ご予約はこちらをクリック → 指導講習 予約申込ページ 

予約申込ページ URL → https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user 
※ 予約にはメールアドレスが必要です。 

※ メールアドレスがない等でホームページから予約ができない場合にはご相談ください。 

 

４．受講料 

お一人様： ３，２００円 （消費税・テキスト代を含む） 

※（公社）奈良県トラック協会の会員事業者は、同協会の助成事業により受講料は不要です。 

 

５．その他  

本講習に関するお問い合わせは当支所あてお願いします。  電話 ０７４２-３２-５６７１ 

なお、駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。 

また、講習当日の都合が悪くなり欠席される場合は、キャンセル待ちをされている方もおられますので、

早めにキャンセルの手続きをお願いいたします。 
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飲酒運転の根絶を目指して
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　　2023 年８月 　単純集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

135.57 123.44 133.43

　　2023 年８月 　元売別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ENEOS 129.21 123.64 132.99

出光昭和シェル 147.28 123.64 130.75

キグナス

コスモ 129.50 122.42 136.33

その他 137.33 123.97 133.46

　　2023 年８月 　月間購入量別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 136.85 123.45 134.81

30～50キロリットル未満 129.00 123.33 125.17

50～100キロリットル未満 130.00 124.08

100キロリットル以上 122.71

　　2023 年８月 　支払期限別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30日未満 126.00 123.47 131.54

30～60日未満 137.33 123.19 134.02

60日以上 142.10 125.93

　　軽油価格推移表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2023年４月 120.78 110.97 120.72

2023年５月 122.00 109.25 122.76

2023年６月 122.63 113.17 120.64

2023年７月 128.81 116.53 124.12

2023年８月 135.57 123.44 133.43

※消費税抜きの価格となります。

令和５年９月25日現在

（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表（2023年８月）



4

「トラック・荷台等での荷崩れ」による死亡災害事例を分析すると、
「積みおろし時における被災」がこれら事例の半数以上を占めており、荷物の固定・固

こば く

縛が
不適切だった例が多く見られました。通常、積みおろし担当者は積付け時の状況が分からないため、
積みおろし時の危険を的確に把握できず、その結果災害に至ってしまうケースがあります。

2

事
１
例

事
２
例

固定ベルトを外した途端に
多くの角材が落下（死亡災害）

ドラム缶とともに転落。
ドラム缶が被災者に直撃（死亡災害）

　被災者は、トラック（ウイング車）の
積荷である角材180本の束の積み付け
状況を点検していました。角材はラッシ
ングベルトで固定されていたものの、
点検のためベルトを緩めたところ、角材
の束が崩壊し、被災者は角材の下敷きに
なりました。なお、同被災者は保護帽を
着用していませんでした。

　被災者は、積載されているドラム
缶を、トレーラーコンテナの奥から
フォークリフトのあるトラック荷台
側面に移動させる作業をしていまし
たが、コンテナから地面へドラム缶と
ともに転落し、ドラム缶が被災者に直
撃しました。なお、コンテナ内部の底
面には雪が残っており、非常に滑りや
すい状態でした。

トラック・荷台等での
荷崩れによる
死亡災害

％19.3
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重大な労働災害を防ぐためには



5

積付け時には、積荷の状態を確認すること（積みおろし配慮）

荷崩れが起きやすいような形で積付けが行われると、積みおろしの際に非
常に危険です。積みおろし担当者が安全な積みおろしができることを前
提に、積付け時の積みおろし配慮を行いましょう。
また、荷崩れを防ぐために、適切な固定・固

こ ば く

縛を行うなど、適正な方法で
荷を固定させることが非常に重要です。

▶労働災害を防ぐためのポイント！

対 策

 作業手順書を作成しましょう

 積荷の状態に応じて作業指揮者を定めましょう

 荷の固定・固縛方法に係る研修を実施しましょう

 積付け・積みおろし時に渡し板等が必要な場合には、
板の脱落防止や荷の滑り止め措置を実施しましょう

 トラックの走行途中で積荷の固定・固縛方法を点
検しましょう

 荷崩れに繋がりやすい荒い運転（急制動、急発進、
急旋回など）をしないようにしましょう

 荷台のあおりやウイング等を動かす際には、事前
に荷が立てかけられていないかを確認しましょう

「安全輸送のための積付け・固縛方法」では、荷崩れを防ぐための積付け・
固縛時の注意点などについて紹介していますので、参考にしてください。

その他、事業者・作業者は次のような対策を講じましょう

参考資料

資料提供：公益社団法人全日本トラック協会

手順書のとおりに
お願いします。了解しました。

ひ と こ と
アドバイス
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トラック協会・陸災防奈良県支部

11月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

２ 木 1３：３0 ～ グリーン経営促進研修会 奈良県トラック会館

８ 水 1３：３0 ～ 整備管理者選任後研修 奈良県トラック会館

９ 木 14：00 ～ 環境キャンペーン広報活動 近鉄郡山駅前周辺

11 土 ９：00 ～ フォークリフト運転技能講習会【学科】 奈良県トラック会館

1２ 日 ８：３0 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技２日間】 奈良県トラック会館

1３ 月 1３：３0 ～ 整備管理者選任後研修 奈良県トラック会館

14 火 1５：00 ～ 令和５年度安全性優良事業所奈良運輸支局長表彰式 奈良運輸支局２階会議室

1５ 水 14：00 ～ 第３回改善基準告示　解説セミナー 奈良県トラック会館

1７ 金 1３：３0 ～ 省エネ運転講習会 奈良県トラック会館

２0 月 11：00 ～ 奈良県過積載防止対策連絡会議　啓発活動 針トラックステーション

２0 月 1３：３0 ～ トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナー 奈良県トラック会館

２1 火 10：00 ～ 引越基本講習 奈良県トラック会館

２２ 水 10：00 ～ 引越管理者講習 奈良県トラック会館

２4 金 14：00 ～ 令和５年度安全性優良事業所近畿運輸局長表彰式 近 畿 運 輸 局

２５ 土 ８：３0 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

２６ 日 ８：３0 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

２８ 火 10：00 ～ テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講座 奈良県トラック会館

２９ 水 1３：00 ～ 第２回適正化実施対策委員会 奈良県トラック会館

12月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

１ 金 1３：３0 ～ プラン2025目標達成セミナー 奈良県トラック会館

２ 土 ８：３0 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

６ 水 1３：３0 ～ 第４回働き方改革セミナー 奈良県トラック会館

７ 木 1３：３0 ～ 整備管理者選任前研修 奈良県トラック会館
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「資料提供　公益財団法人 交通事故総合分析センター」

（一般貨物）右折する普通乗用車と大型貨物車の事故

事業用自動車事故事例 №99



ト ラ ッ ク の 構 造 上 の 特 性
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Ｋ Ｉ Ｔ 事 業 の 案 内
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　　　キット　　　　　K　　・　　I　　・　　T

品質と信頼で未来につなぐ

求荷求車ネットワーク「ＷｅｂＫＩＴ２＋」

　      　       　強力な経営支援ツールです！
がお応えします！！

  安定的な輸送力の確保のために

　　　　　　　・大事なお客様からの急な輸送オーダー対応

　　　　　　　・ネットワーク会員同士で輸送力を相互補完

  安心のネットワーク取引のために

　　　　　　　　　　・明確な運賃　　　　　　
　　　　　　　　　　・回収不安なし

  輸送効率化のために
　　　　　　　・配車業務のシステム化
　　　　　　　・配車担当者のスキル向上
　　　　　　　・書面化による輸送トラブル解消

  輸送効率化のために
　　　　　　　　　　・閑散期の荷物確保と繁忙期の車両確保
　　　　　　　　　　・帰り荷確保(実車率アップ）
　　　　　　　　　　・余分スペースの積み合わせ（積載率アップ）

＊＊運賃の集金は組合精算ですので安心です＊＊

＊運賃の支払いは４５日サイトです。 ＊軽油・尿素の支払いは５０日サイトです。

☆輸送 ☆軽油販売
　　運賃＜実例＞ エネクスフリート　軽油価格 ENEOSウイング　軽油価格

　　　◎大阪（茨木市）　→　埼玉（深谷市）　　大型車 8月 9月 8月 9月
　　　　　運賃　　８５，０００円（税抜き） 132円 126円 130円 125円
　　　◎大阪（住之江区）　→　愛知（安城市）　 ４トン車 （単価は日本貨物運送事業協同組合連合会
　　　　　運賃　　４３，０００円（税抜き）

☆尿素販売
　　

お問い合わせ

（日貨協連）の全国統一価格です。）

　アドブルー　/　三井物産プラスチック(株)、日本液炭(株)

奈良県キット事業協同組合
〒６３９－１１０３　奈良県大和郡山市美濃庄町１７０－１５
ＴＥＬ　０７４３－５８－６０８０　　FAX　 ０７４３－５８－６０８１

１L ＝ ７８～７９円（令和５年９月現在）

軽油 軽油

　Kyodo　Information　of　Transport　

Ｋ　Ｉ　Ｔ（協同・情報・輸送）　事　業　の　ご案内

今後厳しさを増す中小トラック
旧来型の経営体質

運送事業者を取り巻く環境

ＷｅｂＫＩＴ２＋

令和5年 令和5年

 
深刻化する  
 
ドライバー不足 

 
働き方改革で 
 
労働時間を短縮 

紹介業者 

(水屋)への依存 

 
協力会社、
 
自社営業の限界 

取引・事業の拡大 

  生産性の向上 

 

導入効果 

 

導入効果 

 

導入効果 

 

導入効果 



 
「適正化事業・巡回指導報告書」 

奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

令和５年９月実施結果  

調査事項 調査件数 指導件数 指導率 
 

Ⅰ.事業計画等 

 １．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 9 0 0%  
 ２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 9 0 0%  
 ３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 9 0 0%  
 ４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 9 0 0%  
 ５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 9 0 0%  
 ６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 8 0 0%  
 ７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 9 0 0%  
 ８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 9 0 0%  

Ⅱ.帳簿類の整
備、報告等 

 １．事故記録が適正に記録され、保存されているか。 5 0 0%  
 ２．自動車事故報告書を提出しているか。 0 0 0%  
 ３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 9 0 0%  
 ４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 9 0 0%  
 ５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） 8 0 0%  

Ⅲ.運行管理等 

 １．運行管理規程が定められているか。 9 0 0%  
○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。 9 0 0%  
 ３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 9 0 0%  
 ４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 9 0 0%  
○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 9 1 11.1% ② 
 ６．過積載による運送を行っていないか。                         ☆ 9 0 0%  
○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 9 0 0%  
 ８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 9 0 0%  
 ９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。            ☆ 8 0 0%  
 10．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 5 0 0%  
○ 11．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 9 0 0%  
○ 12．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 8 1 12.5% ① 
○ 13．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 8 1 12.5% ① 

Ⅳ.車両管理等 

 １．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。 9 0 0%  
○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。 9 0 0%  
 ３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 9 0 0%  
 ４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 9 0 0%  
○ ５．定期点検及びその保存がされているか。 9 0 0%  

Ⅴ.労基法等 

 １．就業規則が制定され、届出されているか。 8 0 0%  
 ２．３６協定が締結され、届出されているか。 9 0 0%  
 ３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く） 9 0 0%  
○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 9 0 0%  

Ⅵ.法定福利 
 １．労災保険・雇用保険に加入しているか。 9 1 11.1% ② 
 ２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 9 1 11.1% ② 

Ⅶ.運輸安全 
マネジメント 

 １．運輸安全マネジメントの実施は適正か。 9 0 0%  

指 導 件 数 合 計 319 5 1.6% 0  

（注）○…重点指導項目 ☆…霊柩は項目から除外  
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計 

通常 8(1)件    件 1件 件 件 件 9(1)件 
新規参入    件 件 件 件 件 件 件 
新規(他) 件 件 件 件 件 件 件 
特別(労) 件 件 件 件 件 件 件 

特別(他) 件 件 件 件 件 件 件 
総合 8(1)件 件 1件 件 件 件 9(1)件 

（ ）は会員外の件数です 

令和５年９月実施状況 

計画件数 実施件数 

９件 ９件 

 

実施件数合計 

５８件 

 

令 和 ５ 年 度 月 別 実 施 件 数 
実施月 件 数 実施月 件 数 実施月 件 数 
４月 １７件 ８月 １１件 １２月 件 
５月 ７件 ９月 ９件 １月 件 
６月 ８件 １０月 件 ２月 件 
７月 ６件 １１月 件 ３月 件 
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適正化事業・巡回指導報告書（令和５年９月)



　

県内の事業用貨物自動車が関係する交通事故発生状況２

３ 奈良マラソン２０２３の開催について

（データは概数）

１ 県内の交通事故発生状況

（データは概数）

奈 良 県 警 察 本 部 か ら

１２月１０日（日）は「奈良マラソン２０２３」が開催されます。

奈良マラソン当日は奈良市内及び天理市内のマラソンコース及び周辺道

路において交通規制が実施されます。

詳しい情報は奈良マラソン公式WEBサイトをご確認ください。

交通規制へのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎａｒａ－ｍａｒａｔｈｏｎ．ｊｐ／

件 件 件

件 件 件

死者数 人 人 人

負傷者数 人 人 人

件 件 件物損事故件数

区　　分

人身事故件数

１０月１５日現在(概数)

総件数

増減数令和4年令和5年

１０月1５日現在(概数)

件 件 件 １日に約 件

件 件 件 １日に 件

死者数 人 人 人 約１5日に 人

負傷者数 人 人 人 １日に約 人

件 件 件 １日に約 件

増減数 備　　考令和4年

物損事故件数

区　　分

人身事故件数

総件数

令和5年
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奈良県警察本部からのお知らせ



　秋分の日の朝、近鉄奈良駅は
国内外の観光客や地元の人の往
来でにぎわっていました。奈良
県トラック協会では秋の交通安
全県民運動にあわせて「トラッ
クの日」の街頭啓発活動を奈良
警察署と連携して行基広場で実
施。当日は奈良県立高円芸術高
等学校吹奏楽部の部員も参加
し、演奏を披露。会場を盛り上
げました。
　開会にあたって塚本哲夫会長
は「我々運送事業者としても事
故防止、交通安全は一丁目一番

頂きたい。奈良の地から奈良県
全体、全国に交通安全の意志を
発信したい」と述べました。啓
発に当たって協会では「物流っ
てなに？」「荷物はどうやって
運ばれてくるの？」と表示した
紙袋にトラックミニ百科、タオ
ル、吉野杉「箸」、災害用アル
ミブランケットを詰め合わせて
1,500セットを用意。協会の役
員や各支部のスタッフらが手分
けして演奏を楽しんでいる人や
電車利用の観光客らに声をかけ
ながら配布しました。

エッセンシャルワーカーとして物流を止めない
地、事故防止のPRと業界のPR
のため企画したイベント。業界
内は資源価格の高騰、人手不
足、2024年問題でいわれている
労働時間の短縮など課題山積だ
が、エッセンシャルワーカーと
しては物流を止めるわけにはい
かない。精一杯皆様の物流を支
えていきたい」とあいさつ。奈
良警察署の小畑浩康署長は「交
通事故に遭わない、交通事故を
起こさない、交通安全に気をつ
けて期間中を過ごしていただ
き、その先も交通安全に努めて

日時：令和５年９月23日（土・祝） 午前10時～
場所：近鉄奈良駅前 行基広場

「トラックの日」ＰＲ活動

▲塚本哲夫会長 ▲小畑浩康署長
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トラックの日とは？
　全日本トラック協会と47都道府県トラッ
ク協会では平成4年から10月9日を「トラッ
クの日」と定め、緑ナンバートラックの役
割・重要性を社会にアピールしています。
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